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フランスの同族企業における

トップ・マネッジメントの成立

―シュネーデル社の経営組織： 1913年ー一—

藤 村 大時郎

シュネーデル社は， 1913年7月24日付で，

同社の経営組織原則を定めた規則を制定してい

る。これは，同社の組織全体を対象とする『総

規則』(Regimentgeneralーー以下 RG と略

記）と，主要組織単位に関するより詳細な組織

原則を定めた『個別規則』 (Reglementpart-

iculier—以下 RP と略記）とから成ってい

る。この『個別規則』には，それぞれ対象とす

る組織単位の名称が標題として書かれ， 1から

15までの番号が付されている。その後，『個別

規則』は追加制定され， 相当数にのぼること

になるが， その全容は明らかではない。 この

1913年 7月24日付のシュネーデル社の規則書

は， フランスでもいまだ紹介されておらず，そ

の存在さえもあまり知られていない。ここで使

用するのは， シュネーデル社発祥の地である

ル・クルゾー市にある博物館， Ecornuseede 

la communaute urbaine le Creusot-

Montceau-les-Mines に保管されているこれ

らの規則書の写しである。

フランスは，経営管理に関する最初の体系的

理論を提出したアンリ・ファヨール (H.Fay-

ol) を生んだ国である。 ファヨールの管理論

は，その主著の随所で語られているように，鉱

山・鉄鋼の統合企業であったフルシャンボー・

コマントリー・ドゥカズヴィユ社で， 19世紀末

から20世紀初頭にかけて彼が最高責任者として

過した実践を基礎として提出されたものであっ

た。また， ファヨールが大産業企業の経営管理

を論ずる時，常に例としてとりあげるのは鉱山

業や鉄鋼業の大企業であった1)。本稿でとりあ

げるシュネーデル社も，鉱山業を兼営する統合

鉄鋼企業として出発した企業であり，ファヨー

ルが立論の基礎とした企業と同系統に属してい

る。ただ， シュネーデル社の場合は，鉄鋼生産

の比重を徐々に低下させながら，重機械， 兵

器，重電機といった諸産業に進出していき，特

殊鋼を基礎とした総合重機械メーカーヘの道を

進んでいくが，生産財メーカーである点で，共

通性を維持している。また， ファヨールの場合

は，大産業企業に関しては常に株式会社が念頭

におかれていたが， シュネーデル社は，株式合

資会社形態をとるシュネーデル家の同族企業で

ある点が異なる。

本稿では，このようなシュネーデル社の経営

組織を， トップ・マネッジメントを中心にしな

がら紹介していく。ここで行うのは， シュネー

デル社の規則書の検討と紹介であるが，しか

し，これは経営組織の検討そのものを目的とし

1) cf. H. Fayol, Administration industrielle et 
generate, Paris, 1918. 佐々木恒男訳『産業なら

びに一般の管理』未来社 1972年。
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て行うものではない。アメリカの産業企業にお

いて経営組織が整備されつつあった19世紀末以

降の時期に， フランスの産業企業でどのような

経営組織が形成されたか知られていない現状に

おいて， 20世紀初頭のフランスの産業企業の

経営組織の実例を紹介することは，フランスの

企業経営の歴史，そしてフランスの国民経済の

歴史的特質を理解する上で，一つの手掛りを提

供することになると思われる。このような意味

において，以下， シュネーデル社の規則書の検

討と紹介を行っていく。

2 

シュネーデル社は株式合資会社であるので，

法定機関として株主総会，監査役会および業務

執行社員たるジェラン (gerant)を備えている

が，このジェランに業務執行に関する全権が委

ねられる以前記のシュネーデル社の規則が制

定された時点でジェランの職を占めていたの

は，創業者ウジェーヌ・シュネーデル (Eug-

ene Schneider)の孫であるウジェーヌ II世で

あった。ウジェーヌ II世は， 1898年の父アン

リ (Henri) の死後，兄弟がいなかったので 1

人で家業の経営を引受けることになったが，

1915年には 2人の息子をジェランに任命して

いる。しかし，経営方針をめぐって親子間の対

立が生じ， 1942年に死ぬまでは，実質的にはウ

ジェーヌ II世が 1人でジェランの職務を遂行し

ている 2)0 

さて，規則書の中心をなす『総規則』は 2章

1) フランスの株式合資会社の法的構造について

は，山本桂一『フランス企業法序説』 1969年，を
参照されたい。特に49~58頁。

2) J. -A. Roy, L'histoire de la famille Schneider 
et du Creusot, Paris, 1962, p. 112,...,113 et pas-

sim. 

第 46巻第4 • 5号

に分かれ， 第 1章には「ジェランス (geran-

ce)」，第 2章には「シュネーデル家社の諸事業

所に関する全体組織」という標題が付されてい

る。この「ジェランス」というのは， ジェラン

がその職務を遂行するための機関を指すと考え

られるが，このジェランスの規定にあてられた

第 1章には， 「ジェランスの様々なセルヴィス

(service)の組織は，特別覚え書きの対象をな

す」(RG,p. 1) としか書かれていない。したが

って， ジェランであるウジェーヌ II世の管理業

務を直接補佐する機関が存在していることは解

るが，その実態は明らかではない。しかしなが

ら，『総規則』において，ジェランスに 1章をな

すだけの格付けを与えながら，ジェランスの存

在が明示されていることには留意すべきであ

る。

『総規則』の具体的規定の対象になっている

のは，第 2章をなす「シュネーデル家社の諸事

業所に関する全体組織」だけである。 『個別規

則』も，この「全体組織」の個々の組織単位を

対象としている。このような『総規則』の第 2

章の冒頭において，次のような規定がなされて

いる。「この組織は，第 1, 次のものを含むとこ

ろの指揮 (direction)の諸セルヴィスーーテゞ

ィレクシオン・ジェネラル (directiongene-

rale)，ディレクシオン・ジェネラルの諸補助

セルヴィス，ディレクシオン・ジェネラルによ

って全部あるいは部分的に，全てのセルヴィス

の利用に供せられる諸共通利益セルヴィス，そ

して第 2,営業 (exploitation)の諸セルヴィ

ス，によって保障される」(RG,p. 1)。この冒

頭の規定に関して， 次の 2点を指摘しておこ

う。

第 1，ジェランスに関する規定においてもそ

うであったが， この第 2章冒頭の規定において
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も， シュネーデル社の経営組織は全て，「セルヴ

ィス (service)」という組織単位によって構成

されることが示されている。規則書において

は，このようなシュネーデル社の組織単位をな

しているセルヴィスについて，個々のセルヴィ

スごとにその責任事項 (attributions) あるい

は業務 (affaires)が規定されている。ここで

「セルヴィス」を日本語に訳出しなかったの

は， セルヴィスが部・課・係といったような序

列を伴うような組織単位とされていないからで

ある。規則書においては， セルヴィスは特定の

責任事項を持つ組織単位に他ならず，個々のセ

ルヴィスがどのような事務室 (bureau) や職

場 (atelier) によって構成されるかというこ

と，あるいはセルヴィスの責任事項がどのよう

な戦位の人々によって担われるかということに

ついては，最少限度の規定がなされているだけ

であり， しかも常には明示されてはいない。

第 2' このようなセルヴィスは，「指揮のセル

ヴィス」と「営業のセルヴィス」に大別されて

いる。 この内，「営業のセルヴィスは， 注文の

商業的・技術的準備や工業的実施に協力する全

ての責任者，セルヴィスおよび職場を含む」 (R

G, p. 11)。シュネーデル社は生産財メーカーで

あり，ほとんどの生産が注文生産によってなさ

れる。したがって， シュネーデル社の基本的業

務執行活動は，受注の活動を起点として，これに

伴う設計図，仕様書，見積り書などの作成，そ

して製造によって構成される。引用した『総規

則』の規定は，営業のセルヴィスが，このよう

な基本的業務執行活動を担当する様々なセルヴ

ィスの総称であることを規定したものであると

言える。営業のセルヴィスは，それ故，ライン

をなしている。営業 (exploitation)が指す活

動の範囲が以上のとおりであるから， expJoi-

tation を営業と訳すのはかならずしも適切で

はないが，営業と訳出した。

もう一つの「指揮のセルヴィス」は，さらに

「ディレクシオン・ジェネラル」，その「補助セ

ルヴィス」および「共通利益セルヴィス」に分

類されている。この内後 2者は，前出の第 2章

冒頭の規定にも示されているように，ディレク

シオン・ジェネラルや営業のセルヴィスに対し

て，スタッフ活動や補助的執行活動を行うセル

ヴィスと考えられる。ところで，この指揮のセ

ルヴィスの最初にあげられているディレクシオ

ン・ジェネラルは，ファヨールの用法に従う

と，英語の generalmanagementにあたる

全般的管理層を指す用語であるが叫 以下この

ディレクシオン・ジェネラルを中心に据えなが

ら，検討を進めていく。

3 

『総規則』において，「ディレクシオン・ジェ

ネラルの権限 (autorite)」という小見出が付さ

れて，次のような規定がなされている。「ディレ

クシオン・ジェネラルは，私の委譲により，そ

して私の命令下にまた私に対して責任を負う状

態にとどまったまま，工業的，商業的および管

理的 (administratif)観点において，業務活動

の総体に対して， 家 (Maison) の上級権限

(autorite superieure) をなす（下線筆者）」

(RG, p. 1)。ここで Maisonを「家」 と訳す

のは， シュネーデル社が同族企業であることを

意識しすぎることになるかもしれないが，いず

れにしろ，この Maisonはシュネーデル社を

指している。また，「管理的」と訳した admin-

istratifについて説明を加えると， ファヨール

1) H. Fayol, op, cit. (reproduction de Bord-

as, Paris, 1979), p. 76. 佐々木訳 p.110~ 

111。
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によれば，その名詞形である administration

という識能を構成する要素として，「予測， 組

織，調整および統制」をあげ，これに「命令」

を加えることができるとしており，このような

fonction administrative（管理職能）を，技

術的戦能，商業的職能，財務的識能，保全の識

能，会計の職能と並列されるー戦能として位置

づけている 1)。 シュネーデル社の規則書におい

ても， administrationの戦能は， 「命令」を

除いて， ファヨールとほぼ同じ意味で使われて

おり，同じく他の職能と並列されるー戦能とし

て位置づけられている。ここでは特に，シュ

ネーデル社の規則書において， administra-

tion（管理）がこのような水平的に分化した職

能を指していることを強調しておく 2)。

「管理」という用語を以上のように理解した

上で，ディレクシオン・ジェネラルに与えられ

ている権限を整理すると，ディレクシオン・ジ

ェネラルには，「工業的，商業的」な基幹的業務

執行活動，およびこれらに対する「管理」業務

に対して，抱括的に権限が付与されていると理

解される。この抱括的権限委譲の規定におい

て，財務や人事が除外されていることには留意

しておかなければならないが，以上のような形

で，ジェランとの関係において，ディレクシオ

ン・ジェネラルを，全般的管理層として位置づ

ける規定がなされていると考えることができ

る。したがってまた，シュネーデル社のトッ

プ・マネッジメントは，ジェランとこのディレ

クシオン・ジェネラルによって構成されること

になる。

1) H. Fayol, op. cit., p. 4,...,,5_ 佐々木訳p.20~ 

22。
2) これに対して， direction（指揮）は，垂直的

職能分化によって現われる管理戦能であり，指

揮・命令を伴う執行活動の管理を指す職能として
使われている。

第 46巻第4• 5号

ところで，引用したディレクシオン・ジェネ

ラルの権限規定において，権限の委譲がジェラ

ンではなく「私」，すなわちウジェーヌ・シュネ

ーデル個人によってなされていることには注目

される。無論， シュネーデルは， ジェランであ

るが故にこのような権限委譲をなしうるのであ

るが， このような権限委譲の規定の仕方の中

に， シュネーデル社の事業がシュネーデル家の

家業であり，ディレクシオン・ジェネラルに委

ねられるのは， この家業の管理であることが表

現されているように思われる。

このことは， 次の規定の中にも現われる。

「ディレクシオン・ジェネラルのメンバーは，

個人的にあるいは集団的に，一時的にあるいは

持続的に，定まった一業務に対してあるいは業

務の総体に対して，私からあるいはディレクシ

オン・ジェネラルから，権限の委譲を受けるこ

とができる。なお，すべての責任者 (agent)

は同様の委譲を受けることができるであろう

（下線筆者）」（RG,p. 2)。ここでも，ディレク

シオン・ジェネラルとともに権限を委譲するの

は，ジェランではなく「私」である。しかし，

このような点を除けば，この規定において， シ

ュネーデル社の経営組織が権限委譲の原則に基

いて組織されることが示されているといえる。

ディレクシオン・ジェネラルのメンバーに対

して，「個人的にあるいは集団的に，……定まっ

た一業務に対して，あるいは業務の総体に対し

て」なされる権限委譲の実態については，次節

で見ていくことにする。

4 

『総規則』において，「ディレクシオン・ジェ

ネラルの責任事項」として，次の 3点があげら

れている。「第 1ージェランスに留保されている
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諸問題を除くところの，商業的，技術的，工業

的および財務的観点からの，家の組織，フランス

および外国における家の全般的政策，家の諸産

業の発展，に関する全般的諸問題の研究，第 2

ーこれらの研究から生じる意思決定を実行に移

す目的での，諸セルヴィスに与えるべき指揮，

第 3-……統制（下線筆者）」（RG,p. 2)。 こ

こで，ディレクシオン・ジェネラルは「研究，

指揮， 統制」という管理職能1) を遂行するこ

と，そしてその対象となる事項が， シュネーデ

ル社の組織および全般的かつ長期的政策に関す

る「全般的諸問題」であることが規定されてい

る。ここにおいて，ディレクシオン・ジェネラ

ルが， ミドル・マネッジメントと区別されるト

ップ・マネッジメントの職能を遂行するもので

あることが規定されていると言える。

ただし，「ジェランスに留保されている諸問

題」が除かれているが，この「諸問題」につい

ては具体的な規定はなされていない。したがっ

て，ジェランージェランスとディレクシオン・

ジェネラルとの間の職能分担を具体的に明らか

にすることはできないが， ともかくもディレク

シオン・ジェネラルがシュネーデル社の組織と

ともに，全般的かつ長期的政策に係わる事項を

も担当していたことは注目される。

このディレクシオン・ジェネラルの管理職能

の規定に続いて，ディレクシオン・ジェネラル

が担当する業務が，箇条書きにして規定されて

いる。この業務には，「ディレクシオン・ジェネ

ラルに留保されている業務」という名称が与え

られているが，これは下位の諸セルヴィスに委

ねられずに，ディレクシオン・ジェネラルによ

1) ここでは管理職能という用語を，通常使われて

いる意味において使用している。前に述べた
administrationを指して使っているのではな

しヽ。

って処理される業務を意味している。言いかえ

ると，ディレクシオン・ジェネラルが，そのト

ップ・マネッジメントとしての職務を遂行して

いく上で，対象となる事項を指している。この

ディレクシオン・ジェネラルの留保業務に関し

てなされている規定から，ディレクシオン・ジ

ェネラルの組織を紹介していく。

ディレクシオン・ジェネラルの留保業務は，

次の八つの「セクシオン (section)」に分類さ

れている。 I一営業 (exploitation)l), II― 
鉱山・炭鉱， m-雑業務， IV-土木， vー財

務・会計， VI-訴訟， VIl-管理的研究・統制

(etudes et contoles d'odre administratif) 

2), ¥illI一人事 (RG,p. 2,.,,, 5)。これらの業務

に関して，ディレクシオン・ジェネラルは次の

ような職能を持つことが規定されている。「意思

決定に先行する研究，なすべき意思決定，この

意思決定の執行， この執行の統制」 (RG,p. 

5)。このディレクシオン・ジェネラルの管理職

能の 4要素に対応する組織を，次に見ていく。

第 1-「意思決定に先行する研究」。 これは

「ディレクトゥール・デレゲ会議 (reunion

des directeurs delegues)」においてなされ

る。これはシュネーデルが議長をし，そのメン

バーとして明記されているのは，セクシオン I

の業務を担当する正副のディレクトゥール・デ

レゲ各 1名，セクシオン V, VI, VIl,¥illIのそれ

ぞれの業務を担当するディレクトゥール・デレ

ゲ各 1名である。

ところで，「セクシオン II, 皿およびIVに含ま

れる諸問題は，ディレクシオン・ジェネラル会

議に席を持つ 1人あるいは複数のディレクトゥ

1) 営業という用語については，第 2節で説明し

た。無論，営業のセルヴィスとは区別しなければ

ならない。
2) この administratifも前節で説明した。
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ールに委ねられる」(RG,p. 6)と規定されてい

るだけである。また，これらのセクシオン IT'

lIIおよびNは，ディレクシオン・ジェネラルの

意思決定に関係する問題にのみ関与するもので

あり，部門管理には関与しない。シュネーデル

社で営まれている鉱山・炭鉱業や土木事業に関

する執行活動の管理は，セクシオン IlやWでは

なく，セクシオン Iの営業でなされる。

これに対して， セクシオン I, V, VI, V1Iお

よび珊は，部門管理の単位をもなしている。こ

のような部門管理の単位をもなしているセクシ

オンの業務を担当するディレクトゥール・デレ

ゲが，「ディレクトゥール・デレゲ会議」のメン

バーをなしている。なお，このディレクトゥー

ル(directeur)というのは，英語の manager

にあたる名称であり汽 デレゲ (delegue)

は，権限の委譲を意味する。

このような構成をもつディレクトゥール・デ

レゲ会議は，「研究（の実施—―ー筆者）の決定や

なされた研究の承認に関係するところの，ディ

レクシオン・ジェネラルに留保された諸問題に

関する意思決定を行う」 (RG,p. 5)。すなわ

ち，ディレクトゥール・デレゲ会議でなされる

のは，研究すべき事項の決定や研究結果の承認

といった意思決定の作業である。実際の研究

は， シュネーデル社の様々なセルヴィスで行な

われることになる。

ディレクトゥール・デレゲ会議で指示・承認

された研究結果が，次に見るディレクシオン・

ジェネラル会議の議題になる。したがって，デ

イレクトゥール・デレゲ会議は，ディレクシオ

ン・ジェネラルの意思決定の過程において，そ

の主要な部分を担っていることになる。

1) 英語の directorにあたるのは，フランス語で
は administrateurである。

第 46巻第4• 5号

第 2-「意思決定」。「意思決定は， ディレク

シオン・ジェネラル会議でなされる」 (RG,p. 

7)。この会議において，「ディレクトゥール・デ

レゲは，各々がそのセクシオンに関して，重要

問題を述べる」 (RG,p. 10) と規定されてお

り，ディレクトゥール・デレゲがこの会議のメ

ンバーをなしていることはわかるが，その他の

メンバーについては明記されていない。このデ

イレクシオン・ジェネラル会議には，パリ在勤

のメンバーによって「最低週 1回」開かれる会

議パリ以外の在勤者も招集され「月 1回」パ

リで開催される「総会」，パリ以外の都市，特に

主力事業所があるル・クルゾーで開催される

「臨時会議」とがある (RG,p. 9-10)。こう

した会議開催のあり方からして，この会議のメ

ンバーの人数は相当数にのぼると思われる。デ

ィレクトゥール・デレゲを除くメンバーが，全

般的管理にのみ従事する管理者であるか否かは

不明である。しかし，いずれにせよ，議案の提

出を行うディレクトゥール・デレゲの方が，こ

の会議の主要メンバーではないかと思われる。

ディレクシオン・ジェネラル会議でなされた

決定は，「原則として，直ちに執行力が与えられ

るであろう。しかし，新産業（への進出—筆

者），現行産業の大拡張， 家の将来を拘束する

原則的諸問題，変則的意思決定，に関する全て

の執行に対しては，私の同意（下線筆者）が事

前になされなければならないであろう」 (RG,

p. 7~8)。ジェランであるシュネーデルが，こ

のようなシュネーデル社の基本的かつ長期的態

様に係わる問題に対して，最終的承認の権限を

もつのは当然であろう。むしろ，最終的決定に

はならないが，このような基本的かつ長期的政

策までもが，ディレクシオン・ジェネラル会議

の意思決定の対象になっていたことは注目され
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る。

さて，ディレクシオン・ジェネラルの管理職

能の残りの二つの要素の内，第 3-「意思決定

の執行」については，これは各ディレクトゥー

ル・デレゲによって，担当するセクシオンに関

する事項について，「執行の措置がとられる」こ

とが規定されている (RG, p. 8)。第 4-「執

行の統制」については，業務執行活動に対する

全社的観点からの統制として，セクシオン I-

営業担当の副ディレクトゥール・デレゲによっ

てなされる統制と，「コントロール・ジェネラル

(controles generale)」というコントローラ

ーの職能を担当するセルヴィスによってなされ

る統制との 2種類があるが (RG,p. 8-9)，そ

の実態については後で紹介する。

以上紹介してきたディレクシオン・ジェネラ

ルの組織において，ディレクトゥール・デレゲ

が，中心的役割を担っていたと言える。シュネ

ーデルは，ディレクトゥール・デレゲ会議の議

長として，ディレクシオン・ジェネラルの中で

重要な役割を演じていたが，これを除くと， シ

ュネーデルのディレクシオン・ジェネラルに対

する関与は， 日常的なものではなかったようで

ある。なお，ディレクシオン・ジェネラルの活

動全体を， 日常的に統轄する最高責任者の有無

については， シュネーデル社の規則書には明記

されていない。

以上のようなディレクシオン・ジェネラルの

組織が，現実にどのように有効に機能しうるも

のであったかということは，本稿の検討の対象

外である。注目されることは，ディレクシオ

ン・ジェネラルの管理職能が，ディレクトゥー

ル・デレゲに代表される専門経営者によって担

われていたということである。これは，当時の

シュネーデル社において，経営者支配が成立し

ていたことを意味するものではないだろう。す

でに見たように，ディレクシオン・ジェネラル

に委ねられている権限や職能には，様々な制限

がなされていたことに留意しなければならな

い。したがってまた， シュネーデルがディレク

トゥール・デレゲ会議の議長として果していた

役割の他に，ディレクシオン・ジェネラルに対

して非日常的に行使していた権力を考えなけれ

ばならないだろう。しかし， シュネーデル社に

おいて，そして第一次大戦前夜において， トッ

プ・マネッジメントを担う専門経営者層が成立

していたことは，注目されることである。

5 

シュネーデル社の日常的業務活動とその管理

は，ディレクシオン・ジェネラルの下に配置さ

れた様々なセルヴィスによって担当される。こ

のセルヴィスの配置を整理すると，図 1のよう

になる。図 1は，『総規則』の規定に基いて，デ

ィレクシオン・ジェネラルの業務の小単位であ

るセクシオン，および責任事項単位であるセル

ヴィスの配置を示したものである。したがって

図 1は，各セルヴィスを構成する職位，事務室

や職場といった実体的器管，およびこれらのパ

リ本社と地方工場への配置を図示する組織図に

はなっていない。なお，営業のセルヴィスは事

業部 (departement) に編成されているの

で，事業部名で示した。

図 1に示されるラインおよびスタッフのセル

ヴィスは，ディレクシオン・ジェネラルのセク

シオン I, v, VI, V1IおよびVllIを担当する各デ

ィレクトゥール・デレゲの「統制下」，「権限下」

あるいは「所属下」におかれ，それぞれの業務

の遂行に関する責任と権限が付与されている。

シュネーデル社の規則書からは，ディレクトゥ
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図 1． シュネーデル社のセルヴィスの配置 (1913年）
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出典） RGより作成。点線は複数の所属関係をもつことを示す。

ール・デレゲが部門管理にどのように関与して

いたのかということを，十分に明らかにするこ

とは困難である。規則書においては，すでに述

べたディレクシオン・ジェネラルのトップ・マ

ネッジメントとしての権限・職能と，各セルヴ

ィスの責任事項，そして必要に応じてその長の

権限が規定されているだけである。本稿では，

ディレクシオン・ジェネラルとミドル・マネッ

ジメントとの関係がかなり明らかになる営業の

セルヴィスを中心にして，検討を進めていく。

営業のセルヴィスは，次の五つの事業部に編

成されている。 1一鉱山・金属， 2-機械・電

機， 3-大砲・甲板， 4-造船・魚雷， 5-土

木 (RG,p. 11)。シュネーデル社直営の工場

とシュネーデル社の子会社や下請会社は，生産

管理を担当する 13の製造セルヴィスによって

管理され，この製造セルヴィスがさらに事業部

に編成されている。これを， シュネーデル社直

営の工場に限定して図示すると，図 2のように

なる。図 2からも理解されるように，事業部は

地域別ではなく，製品別あるいは産業別に組織

されている。

「各事業部は，以下の諸セルヴィスによって

構成される。中央商事セルヴィス……，以下の

諸セルヴィスの指揮を行う中央営業セルヴィス

—技術的研究セルヴィス，製造セルヴィス，

試験セルヴィス，事業部に専問化された会計セ

ルヴィス」(RG,p. 12)。この中で，商事セルヴ

ィス，研究セルヴィス（引用文中にあるように

技術的研究セルヴィスあるいは技術セルヴィス

とも称される），製造セルヴィス （生産セルヴ

ィスあるいは営業セルヴィスとも称される），

という 3種類のセルヴィスが事業部の基本的セ

ルヴィスとされている。

商事セルヴィスは受注のための業務を担当す

るセルヴィスであり，「原価，仕様，契約」(RP

3-0rganisation des departements, p. 

3)に関する書類も，研究セルヴィスの協力を

えて，商事セルヴィスで作成される。研究セル

ヴィスは，「企画，実施研究，企画草案，新規研
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図2 シュネーデル社の事業部と製造セルヴィスの構成 (1913年）
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出典： RG.p, 13--15より作成。（ ）内は，事業所・工場の所在地

究」(RG,p. 18) を担当するセルヴィスの総称

であるが，技術サーヴィスを提供するスタッフ

活動とともに，注文生産型の産業におけるライ

ンの業務をも行っていると言える。製造セルヴ

ィスはエ程管理を担当するセルヴィスであり，

「提案された注文を期限内に実施することを可

能にするために，職場と機械の配置といったこ

とについて， とるべき措置を提案する」(RG,p. 

20)のも，このセルヴィスによってなされる。

以上のように，商事，研究，製造の3種類のセ
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ルヴィスによって，受注のための交渉，受注お

よび製造に必要な書類の作成，工程管理という

業務が担当されている。その具体的組織は事業

部によって異なるが，これらのセルヴィスが事

業部の基本的セルヴィスをなしている。したが

って事業部は，受注から製造に至る注文生産型

の産業の基幹的活動を一括して処理する単位と

なっている。

このような事業部の責任者である「各事業部

長は，パリで，ディレクシオン・ジェネラルの

持続的統制の下で，そしてディレクシオン・ジ

ェネラルの委譲により，彼の領域の実効的指揮

を行う」(RG,p. 12)。事業部の各セルヴィスの

長は，この事業部長の指揮下におかれる。事業

部によって具体的組織は異なるが，事業部長と

商事セルヴィス長が，本社があるパリ在勤であ

ること，商事セルヴィスも同じくパリにあるこ

とは，全ての事業部に共通である。

6 

以上のように事業部は，受注から製造に至る

基幹的執行業務を一括して処理する単位であ

り，この業務活動に対する指揮の権限が，ディ

レクシオン・ジェネラルから事業部長に委譲さ

れている。この事業部長に委譲された権限に対

して，次のような留保がなされている。「次の諸

問題は，これらがディレクシオン・ジェネラル

によって研究されるという意味において，ある

いはこれらが事業部の発議によるものである時

には，ディレクシオン・ジェネラルの承認に委

ねられるという意味において，ディレクシオ

ン・ジェネラル（営業）に留保される」(RP3-

Organisation des departements, p. 1)。

ここでディレクシオン・ジェネラルに留保され

る事項として規定されているのは，ディレクシ

第 46巻第4• 5号

オン・ジェネラルのセクシオン I一営業の担当

業務として規定されているものとほぼ一致す

る。後者にあって前者にない事項は， シュネー

デル社の全般的組織と業務執行活動の全社的統

制に関するものだけである。これら二つに関す

る事項は，ディレクシオン・ジェネラルがトッ

プ・マネッジメントとして持つ固有の業務と

考えられているということだろう。いずれにし

ろ，ディレクシオン・ジェネラルのセクシオン

Iに留保されている事項は，ディレクトゥール

・デレゲ会議の研究の指示・承認の権限下にお

かれるとともに，営業担当のディレクトゥール

・デレゲの発議によってなされるディレクシオ

ン・ジェネラル会議の意思決定を要する事項と

考えられる。

引用した規定に続いて，ディレクシオン・ジ

ェネラルに留保されている事項が列挙されてい

るが，便宜上これに番号を付して紹介する。

1.「製造や研究の全般的計画」

2, 「諸産業の発展，職場と機械設備の研究と

変更」

3, 「新産業の導入」

これら 1, 2および 3に関する事項は，コン

トローラーの業務を担当するセルヴィスである

「コントロール・ジェネラル (controle ge-

nerale)」によって， 実際の研究の活動が担当

される。これについては，後であらためて紹介

する。

4, 「新しい資材と生産方法の試験の実施」

5, 「フランスと外国での重要な試験」

この 4と5については，ディレクシオン・ジ

ェネラルによって研究と実施が指示される事項

であるとともに，研究セルヴィスや製造セルヴ

ィスの発議に基いた事業部の活動に対して，デ

ィレクシオン・ジェネラルの承認を受けるべき
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ものを明示したものでもある。というのは，「我

技術（研究ー一筆者）セルヴィスに発議が属す

る新規研究と発明」(RP3,p. 3)がなされている

からである。また，「機械，部品および資材」の

「建造と変更は，事業部長と事業所長によって

提案されうる」(RP15-Materielet grand 

outillage, p. 1)から，前記の 2の「職場と機

械設備の研究と変更」についても，同様のこと

が言える。

6, 「営業のディレクトゥール・デレゲの直接

的統制下にあるところの，交渉などが外事セル

ヴィス (servicedes affaires etrangeres) 

に留保されているところの， 日常的でない（下

線筆者）外国での業務」

7, 「営業のディレクトゥール・デレゲの直接

的統制下にあるところの，営業総務 (secreta-

riat de !'exploitation) に留保されていると

ころの，同じ分野の（下線筆者）国内的業務」

この 6と7は，事業部の商事セルヴィスの活

動に対して制限を加えたものである。外事セル

ヴィスと営業総務が交渉を担当する「日常的で

ない」業務というのは，「金融的結合に立脚する，

あるいは複数の事業部の関与を引き起す，ある

いは新産業の性格をもつ大規模事業」 (RG,p. 

17)である。このような全社的重要性を持つ大

規模な事業の受注活動については，事業部に権

限が与えられておらず，ディレクシオン・ジェ

ネラルの意思決定を必要とする事項とされてい

る。規定にあるように，実際の受注のための交

渉は，営業担当のディレクトゥール・デレゲの

直接的統制の下で，外事セルヴィスと営業総務

によって担当されている。

8, 「損失をもたらす注文，あるいは巨額でか

つ冒険的な注文の承諾」

9, 「工業的および商業的協定」

10, 「特許，ライセンス契約，製造方法の伝

達」

以上の 10項目において， 事業部に編成され

ている営業のセルヴィスの日常的業務執行活動

に関係する事項の中で， シュネーデル社全体に

影響を及ぼす重要事項，および長期的経営方針

に係ってくる事項が列挙されていると言える。

これらの事項が，事業部長の権限内で処理でき

ない事項として，具体的に示されているわけで

ある。

このように， シュネーデル社の規則書におい

ては，事業部長に業務執行活動に関して抱括的

に権限を委譲し，その後で事業部長の権限外の

事項を具体的に示すという方式がとられてい

る。それ故，権限外の事項として規定されてい

ない事項については，事業部長の権限内にある

ことになるので，事業部には相当に大きな自主

性が与えられていたということができる。あと

は，ディレクシオン・ジェネラルの統制を受け

ることが残されているだけである。

7 

第 4節の終りで指摘したように，業務執行活

動に対する全社的統制は 2種類ある。その一つ

は，ディレクシオン・ジェネラルの業務のセク

シオン I一営業担当のディレクトゥール・デレ

ゲを補佐する副ディレクトゥール・デレゲによ

ってなされるものである。「彼の使命は，技術的

過誤，執行上の欠陥，納期を遵守させる方法の

不十分などによって，我製造が過まちを犯して

いる諸点を指摘することにある」 (RG,p. 9)。

したがって，この副ディレクトゥール・デレゲ

によってなされる統制は，各事業部の工程管理

に対して，その問題点を指摘するという形でな

されるものである。この統制活動は，「製造監査
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(inspection des fabrications)」という名称

を持つセルヴィスによって補佐される。

もう一つの統制は，「コントロール・ジェネラ

ルによって必要な評価の要素の全てを，営業に

（下線筆者）提供するという方式によってなさ

れる」(RG,p. 9)。下線の「営業」というの

は，この場合は営業のセルヴィスと考えてよい

であろう。この統制を担当するコントロール・

ジェネラルは，前に述べたように，ディレクシ

オン・ジェネラルの業務のセクシオンV1I―管理

的研究・統制を担当するディレクトゥール・デ

レゲの監督下にあるセルヴィスである。この統

制は「評価の要素」を営業のセルヴィスに提供

するという形でなされるのであるが，その内容

を紹介していく。

コントロール・ジェネラルの規定にあてられ

た『個別規則』において， コントロール・ジェ

ネラルの統制活動に関連する業務が 14項目に

分けて， またこの業務に関連してコントロー

ル・ジェネラルによって作成される資料が 15

項目に分けて規定されている (RP11-Contr6le

generale, p. 3,...,5)。この中で，注目される次

の2点を指摘しておく。

第 1, 原価管理に関して。

コントロール・ジェネラルは，事業部の会計

セルヴィスに対する監査や，生産および原料・

資材の調達の状態に関する全社的集計を定期的

に行うとともに，次のような原価分析を行うこ

とが規定されている。「6ヶ月に 1度，コントロ

ール・ジェネラルは事業部ごとに順次，事業部

に属する間接費 (frais generaux) の変動

を，カテゴリー別に，前の期間との比較におい

て，研究するであろう。コントロール・ジェネ

ラルは，ある事業部の間接費を類似した事業部

のそれと比較しながら，あらゆる有益な注意事

第 46巻第4• 5号

項を書きとめ，とるべき手段を指摘するであろ

う•••…」。また，「全ての大規模注文に対して，そ

して……長期にわたる注文に対して， コントロ

ール・ジェネラルは，原価を見積りと，以前の

類似した注文の原価と，あるいは他の事業部や

同じ事業部の他のセルヴィスによって実施され

た類似の注文の原価と比較するところの，注文

の工業的結果を指摘する報告を作成するであろ

う。コントロー）レ・ジェネラルは，締結された

事業について，見積りの様々な要素に関して実

現可能な節約の観点から，原価の批判を行うで

あろう。 6ヶ月に 1度， 日常的製品の原価と前

の時期に対応する価格との比較のために，同じ

作業がなされるであろう」。

以上のようにコントロール・ジェネラルは，

各事業部の間接費，大規模事業および日常的製

品を対象として，原価分析を行い，事業部およ

び事業部内のセルヴィスの業務執行活動の評価

を行うとともに，原価削減のためにとるべき手

段を指摘するという業務を遂行している。これ

らのことに関する報告書を作成し，これを事業

部およびそのセルヴィスに伝達することが，コ

ントロール・ジェネラルによってなされる統制

の内容をなしている。

このような原価管理を専門的に担当する部門

が， シュネーデル社に存在していたことは注目

される。この原価分析は， 標準原価を設定し

て，実際原価をこれと比較するというものでは

なく，相対的な評価にとどまっていたが，大規

模な注文生産が多くを占めるシュネーデル社で

は，標準原価を設定することが困難であったこ

とを物語っている。

第 2,生産と調達の調整。

コントロー）レ・ジェネラルは，「毎年，事業部

長と協同で，生産計画の研究」を行う。注文生
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産が生産の大半を占めるシュネーデル社におい

ては，年次生産計画は事業部間の生産活動の調

整としての意味が大きかったと思われる。前に

見たように，このような全社的生産計画の決定

は，ディレクシオン・ジェネラルによってなさ

れる。

このような生産計画に対応してコントロー

ル・ジェネラルは，「毎年，あるいは大規模な取

引の更新の前に，生産計画と調和させて，大調

達 (grosapprovisionnements) 計 画 の 決

定」を行う。また，「調達をセルヴィスの必要に

厳密に均衡させる目的での統制と研究」も， コ

ントロール・ジェネラルによってなされる。こ

こで問題とされている調達は， 資金や労働力

を除く原料・資材の調達であるが， コントロ

ール・ジェネラルが作成する「大調達計画」

の「大調達」とは， 「燃料， 銑鉄， 鉱石， 火

薬」 (RG, p. 44) の調達を指す。 この「大調

達」に関する実際の購入の業務は「総調達

(approvisionnements generaux)」というセ

ルヴィスによって担当されるが，「総調達」はま

た，事業部の各セルヴィスの要求に基いて，そ

の他の原料，半製品，部品など， シュネーデル

社全体の原料・資材の購入業務を担当してい

る。引用文に示されるように，コントロール・

ジェネラルは，「大調達」の年次計画を作成する

だけではなく，全社的な調達一生産の流れの調

整・統制を行っている。

また， コントロール・ジェネラルは「毎年，

振替価格表 (tarifsin terieurs)の作成」を行

ぃ，「ある事業部から他の事業部あるいは第三者

へ譲渡される製品や機械類の価格の決定」，「複

数の事業部が同一の注文に協同するに際して

の，事業部間あるいはセルヴィス間の納入品の

調停」といった， 事業部間の調整の活動を行

う。

以上のような全社的調達一生産の流れの調

整・統制も， コントロール・ジェネラルの業務

をなしている。この他にも， コントロール・ジ

ェネラルに与えられている責任事項について様

々な規定がなされているが，以上の 2点のみを

紹介しておく。

事業部の業務執行活動に対する全社的統制

は，以上の営業の副ディレクトゥール・デレゲ

とコントロール・ジェネラルとの二つの系路か

らなされる。この他に，事業部間の活動の調整

や業務執行活動のディレクシオン・ジェネラル

およびシュネーデルヘの報告を目的として，「郵

便物朗読(lecturede courier)」,「ル・クルゾ

ーの製造セルヴィス長会議」，「事業部長会議」，

「営業会議」といった「定期会議」が設けられ

ている (RG,p. 52-55)。

ところで，事業部の業務執行活動に対する以

上のような統制のあり方からして，事業部の活

動が計数的に把握されるのは，期間の間接費と

個々の製品の原価についてだけであり，事業部

の一定期間の活動の総体を計数的に評価する制

度は存在していなかったことになる。したがっ

て，事業部は受注から製造に至る過程を一括し

て担当し，かつこれらの業務執行活動に対して

抱括的権限委譲を受ける自主的組織単位であっ

たが，その業務活動を総体的に評価する制度は

存在しなかったことになる。のみならず，シュ

ネーデル社の規則書において，「我セルヴィスと

事業所の会計係員」 (RP3-0rganisationdes 

departements, p. 7)，すなわち生産の現場に

配置された会計担当者に関する記述はあるが，

事業部の活動の総体を会計的に把握するセルヴ

ィスの存在を示す規定は，どこにも見あたらな

ぃ。このことは， シュネーデル社の全社的組織
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にも係ってくる問題であり，後で改めて取り上

げるが，少くともここで， シュネーデル社の事

業部は，フ゜ロフィット・センターをなす本来の

意味での分権的組織単位をなしていなかったと

いうことは言えるだろう。

8 

前節で見たコントロール・ジェネラルの統制

活動は，「工業的・管理的統制 (controled'or-

dre administratif industriel)」（RG,p. 9) 

と称されている。この「管理的 (administra-

tif)」という用語については，本稿の第 3節の

最初の部分で説明したとおりである。コントロ

ール・ジェネラルを監督するディレクトゥール

・デレゲが担当するセクシオンは「管理的研究

・統制 (etudes et controles d'ordre ad-

ministratif)」であることに示されているよう

に，コントロール・ジェネラルは，この「管理

(administration)」識能を担当するセルヴィ

スである。

ところで，前節で見たコントロール・ジェネ

ラルの統制・調整の活動は，資料の提供という

形で事業部に対して向けられたものであった。

この他に， コントロール・ジェネラルがディレ

クシオン・ジェネラルに対して行うスタッフ活

動が，責任事項として 8項目に分けて規定され

ている (RG,p. 33-34)。ここでその注目す

べき点を指摘しよう。

コントロール・ジェネラルは，「新産業の創

設，現存産業の立地の移動，変更，放棄などに

関する工業的研究 (etudesindustrielles)や

研究の統制（下線筆者）」を行うことが規定さ

れている。これは，事業部長の権限規定におい

て，ディレクシオン・ジェネラルに留保されて

いる事項とされていたものであり，またディレ

第 46巻第4 • 5号

クトゥール・デレゲ会議の研究事項として規定

されていたものである。コントロール・ジェネ

ラルは，このようなディレクシオン・ジェネラ

ルの政策決定に助言を行う活動を行っている。

同じく，「我成果との比較における，ある会社に

よって通知された工業的成果 (resultatsind-

ustriels)の比較研究（下線筆者）」も， コン

トロール・ジェネラルによってなされる。前の

引用文における「工業的研究」とこの引用文に

おける「工業的成果」の「工業的」とは，工業

管理 (gestionindustrielle)＝生産管理の性格

をもつもの，すなわちこの場合は原価分析の視

角からの研究と考えてよいであろう。

以上のように，コントロール・ジェネラ）レ

は，原価管理の立場から全社的業務執行活動の

統制と調整を行うとともに，ディレクシオン・

ジェネラルによるシュネーデル社の基本政策決

定のための研究や資料の作成を担当していた。

このことも，非常に注目されることである。

ところで， コントロール・ジェネラルは，「製

造セルヴィスの間への中央一般管理費 (frais 

generaux d'administration centrale)の配

賦の基礎の作成に対する，中央会計 (compta-

bilite centrale)との協同」，「セルヴィスの建

設費の償却率の，中央会計と協同での作成」と

いった業務も担当することが規定されている

が， シュネーデル社の会計制度について，規則

書から明らかになるのは，ここまでのことであ

る。引用文中の「中央会計」は，ディレクシオ

ン・ジェネラルの業務のセクシオンVー財務・

会計担当のディレクトゥール・デレゲの監督下

にあるセルヴィスであるが，この中央会計が担

当する会計業務については，「商業勘定の記帳

ー一得意先， 仕入先， 代理人」 (RG,p. 21), 

すなわち取引先別の勘定の記張・整理しか規定
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されていない。それ故， シュネーデル社の収益

がどのように算定されていたのか，業績が財務

的にどのように評価されていたのかを，直接明

らかにする規定は存在していない。第 4節で見

たように，ディレクシオン・ジェネラルには，

シュネーデルの最終的承認は必要だが，大規模

な設備投資計画を研究し決定する権限が与えら

れているが，投資に伴う資金調達に関して，デ

ィレクシオン・ジェネラルがどのような権限を

もつのか，あるいはもたないのかについても，

規定がない。これは，第 3節で見たように，デ

ィレクシオン・ジェネラルには「工業的・商業

的および管理的観点において」は，抱括的に権

限が与えられていたが，財務に関してはこのよ

うな権限委譲がなされていなかったこと，また，

ディレクシオン・ジェネラルに委ねられた研究

事項から「ジェランスに留保されている諸問題

を除く」という規定が，その内容を明示せずに

なされていたことを考えると，かなり微妙な問

題である。

以上のことに関連して，ディレクシオン・ジ

ェネラルがジェランであるシュネーデルに対し

て，会社の業績に対してどのような形で責任を

負っていたのかということについても， シュネ

ーデル社の規則書からは何も明らかにならな

い。同様のことが，事業部のディレクシオン・

ジェネラルに対する関係においても見られた。

このように， シュネーデル社の規則書から，

財務会計制度や業積評価の制度の実態を明らか

にするのは困難であり，ディレクシオン・ジェ

ネラルがトッフ゜・マネッジメントにおいて果し

ていた役割を把握する上で，暖味で微妙な問題

が残ることになる。しかし， このような問題が

残ることを確認した上で，次の点を強調してお

こう。すなわち，今まで見てきたように，事業

部に日常的業務執行活動に関して大幅な権限委

譲がなされ，業務執行活動に対する全社的統制

と調整のシステムが制度化され， この統制・調

整の活動とディレクシオン・ジェネラルの意思

決定に対する助言を担当するセルヴィスが設け

られていた。これらのことは，ディレクシオ

ン・ジェネラルが，そのトップ・マネッジメン

トの職能を有効に遂行していくことを可能にす

るような形で， シュネーデル社の全社的組織が

作られていたことを示している。

， 
『総規則』において，「本規則は，その説明と

解釈がディレクシオン・ジェネラルに留保され

るところの諸原則を提示したものである」 (RG,

p.60)，そして「以前の諸組織書およびこれらを

補完する諸規則と諸覚書は廃棄される」(RG,p. 

62) と書かれている。 1913年付のシュネーデ

ル社の規則書は，それまでシュネーデル社にお

いて試みられてきた組織化の延長線上で，全社

的に経営組織を整理し，その組織原則を提示す

るために制定されたものである。

本稿では，シュネーデル社によって営まれる

産業の構造やシュネーデル社の経営戦略との係

わりにおいて， シュネーデル社の経営組織をと

らえることをしなかった。したがって，ラインを

事業部に分割することを必要ならしめた事情，

各事業部の個別的性格，そしてスタッフ部門を

担当する様々なセルヴィスの設置の事情とその

役割などについて，検討しなかった。しかし，

このような検討を行うためには，その前にシュ

ネーデル社の経営組織の骨格が明らかになって

いなければならない。本稿は， トップ・マネッ

ジメントに焦点をあてることによって， シュネ

ーデル社の経営組織の全体像を提出することを
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試みたものである。

本稿で明らかにしたこと，すなわち第一次大

戦前夜のシュネーデル社において， ともかくも

トップ・マネッジメントが成立していたこと，

このトップ・マネッジメントを担う専門経営者

層が形成されていたこと， ともかくも大幅な権

限委譲がなされている事業部が成立していたこ

と， 業務執行活動の全社的統制・調整とトッ

プ・マネッジメントヘの助言を行うコントロー

ラ一部門が成立していたこと，その検討はほと

んどしなかったが多くの様々なスタッフ部門が

成立していたこと，これらのことは，今までこ

の時期のフランスの産業企業の経営組織を明ら

かにする研究が皆無であっただけに，注目され

ることと言える。これらの点を強調してとらえ

ると，第一次大戦前夜のシュネーデル社の経営

組織は，チャンドラーJrが「経営者企業」と呼

んだ同時期のアメリカの最先端の経営組織を形

成した企業のそれと比べて，ひけをとらないこ

とになる 1)。 これは， シュネーデル社が同族企

1) A. D.チャンドラーJr,鳥羽欽一郎，小林袈裟

治訳『経営者の時代，下』 1979年， 第 13章を参

照。
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業であり，生産財生産・注文生産型の企業であ

ることを考えると，アメリカの産業企業の経営

組織が量販・量産体制との係わりにおいて形成

され，同族企業から経営者支配型の企業への移

行を伴いながら完成されていくことを考えあわ

せて，興味のある問題をなすことになる。しか

し，すでに指摘したように，本稿で紹介したシ

ュネーデル社の経営組織には様々な不明な点が

残っているし，本稿ではこの組織が果していた

現実的機能に関する考察も行なわなかった。本

稿では，シュネーデル社の経営組織の形式を紹

介はしたが，これを生きた組織として検討して

はいない。また，アメリカからの影響の有無も

考察していない。したがって，今直ちに対米比

較を行うのは，それほど有益なことのようには

思われない。むしろ，まずなされるべきこと

は，第一次大戦前夜のシュネーデル社の経営組

織を，フランス的企業経営およびフランス的産

業構造の進化との係わりにおいてとらえること

であろう。また，このフランス的進化の道を考

察するに際して，第一次大戦前夜のシュネーデ

ル社の経営組織は，大きな手掛りをなすように

思われる。
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